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ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の 

推進について 

 

職場におけるメンタルヘルス対策については、平成 26 年６月に、労働安

全衛生法（昭和 47 年法律第 57号。以下「法」という。）が改正され、法第 66

条の 10 の規定により、事業者に労働者の心理的な負担の程度を把握するた

めの検査（ストレスチェック）、医師による面接指導の実施及び事後措置の実

施（以下「ストレスチェック制度」という。）等を義務付け、平成 27 年 12 月

１日から施行されたところである。また、第 13 次労働災害防止計画におい

ては「仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含

めた相談先がある労働者の割合を 90％以上とする」「メンタルヘルス対策に

基発 0401 第 72 号 

平成 28 年４月１日 
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（公 印 省 略） 

 

 

 

 

ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の 

推進について 

 

職場におけるメンタルヘルス対策については、平成 25 年度を初年度とす

る第 12 次労働災害防止計画において、「平成 29 年までにメンタルヘルス対

策に取り組んでいる事業場の割合を 80％以上とする」との目標を定めメンタ

ルヘルス対策を重点的に推進しているところであり、平成 26 年６月には、

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号。以下「法」という。）が改正され、

法第 66 条の 10の規定により、事業者に労働者の心理的な負担の程度を把握

するための検査（ストレスチェック）、医師による面接指導の実施及び事後措

置の実施（以下「ストレスチェック制度」という。）を義務付け、平成 27 年
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取り組んでいる事業場の割合を 80％以上とする」「ストレスチェック結果を

集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を 60％以上とする」との目標

を定め、メンタルヘルス対策を重点的に推進しているところである。 

さらに、社会問題となっている過労死等（業務における強い心理的負荷に

よる精神障害を含む。）を防止するため、議員立法として制定された過労死等

防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号）が、平成 26 年 11 月１日から施

行され、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（令和３

年７月 30 日閣議決定）においては、労働行政機関等における対策、調査研

究、啓発、相談体制の整備等及び民間団体の活動に対する支援の五つの対策

を重点的に実施していくことが示されている。 

以上を踏まえ、当面のメンタルヘルス対策の進め方を下記のとおり定め、

これに基づきメンタルヘルス対策を的確に推進されたい。 

なお、本通達により平成 21 年３月 26 日付け基発第 0326002 号「当面のメ

ンタルヘルス対策の具体的推進について」を廃止する。 

 

記 

 

第１ 基本方針等 

１ メンタルヘルス対策を取り巻く状況 

厚生労働省実施の令和２年労働安全衛生調査（以下「２年調査」とい

う。）によると、職業生活等において強い不安、ストレス等を感じる労働

者は５割を超えており、また、メンタルヘルス不調により連続１か月以

上休業した労働者がいた事業場は 7.8％、退職した労働者がいた事業場

は 3.7%という結果となっている。このような状況を背景に、令和２年度

において、精神障害による労災支給決定件数は増加傾向にあり、608 件、

脳・心臓疾患による労災支給決定件数は減少傾向にあるものの 194 件と

なっている。 

12 月１日から施行されたところである。 

また、社会問題となっている過労死等（業務における強い心理的負荷によ

る精神障害を含む。）を防止するため、同じく平成 26 年 6 月に過労死等防止

対策推進法（平成 26 年法律第 100 号）が議員立法として制定され、同年 11

月１日から施行され、同法に基づき平成 27 年７月には「過労死等の防止の

ための対策に関する大綱」が定められ、調査研究、啓発、相談体制の整備等、

民間団体の活動に対する支援の四つの対策を重点的に実施していくことが

示されたところである。 

以上を踏まえ、当面のメンタルヘルス対策の進め方を下記のとおり定め、

これに基づきメンタルヘルス対策を的確に推進されたい。 

なお、本通達により平成 21 年３月 26 日付け基発第 0326002 号「当面のメ

ンタルヘルス対策の具体的推進について」を廃止する。 

 

 
 

記 

 

第１ 基本方針等 

１ メンタルヘルス対策を取り巻く状況 

厚生労働省実施の平成 25 年労働安全衛生調査（以下「25 年調査」と

いう。）によると、職業生活等において強い不安、ストレス等を感じる労

働者は５割を超えており、また、メンタルヘルス上の理由により連続１

か月以上休業し、又は退職した労働者がいる事業場は 10.0%であるとい

う結果となっている。このような状況を背景に、精神障害等による労災

支給決定件数は増加傾向にあり、平成 26 年度は 497 件となっている。 

一方、メンタルヘルス対策（メンタルヘルスケア）に取り組んでいる

事業場の割合は、25 年調査によると 60.7%と、平成 19 年労働者健康状
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一方、メンタルヘルス対策（メンタルヘルスケア）に取り組んでいる

事業場の割合は、２年調査によると 61.4%であり、第 13次労働災害防止

計画に掲げる 80％の目標達成に向けてより一層の取組が必要である。ま

た、パワーハラスメント対策に取り組んでいる事業場の割合について

も、令和２年雇用均等基本調査によると 79.5％であり、より一層の取組

が必要である。 

さらに、平成 27 年 12 月１日に施行された法第 66条の 10 の規定に基

づくストレスチェック制度の周知徹底及び法令に基づく適切な実施を

徹底していく必要がある。 

 

２ 基本方針 

メンタルヘルス対策は、一次予防（メンタルヘルス不調の未然防止）、

二次予防（メンタルヘルス不調の早期発見・早期治療）、三次予防（メン

タルヘルス不調者の職場復帰支援）を総合的に進めるべきものである

が、上記１の状況を踏まえ、当面は、ストレスチェック制度の履行確保

をメンタルヘルス対策の最重点課題として位置付け、同制度の導入を契

機として、事業場におけるメンタルヘルス対策が加速的に進むよう、計

画的に取り組むこととする。 

また、メンタルヘルス対策に取り組んでいない事業場のその主な理由

として「専門スタッフがいない」及び「取り組み方が分からない」が挙

げられていることを踏まえ、事業者に対する取組に当たっては、産業保

健活動総合支援事業を始めとする各種支援事業の積極的な活用を図る

こととする。 

 

 

 

第２ 実施事項 

 １ 事業場に対する周知及び指導の実施等 

況調査と比較していずれの事業場規模でも向上しているものの、第12次

労働災害防止計画に掲げる 80％の目標達成に向けてより一層の取組が

必要である。また、パワーハラスメント対策に取り組んでいる事業場の

割合についても、平成 24 年職場のパワーハラスメントに関する実態調

査によると 45.4％にとどまっており、より一層の取組が必要である。 

さらに、平成 27 年 12 月１日に施行された法第 66条の 10 の規定に基

づくストレスチェック制度の周知徹底及び法令に基づく適切な実施を

徹底していく必要がある。 

 

 

２ 基本方針 

メンタルヘルス対策は、一次予防（メンタルヘルス不調の未然防止）、

二次予防（メンタルヘルス不調の早期発見・早期治療）、三次予防（メン

タルヘルス不調者の職場復帰支援）を総合的に進めるべきものである

が、上記１の状況や、「平成 29年までにメンタルヘルス対策に取り組ん

でいる事業場の割合を 80％以上とする」という第 12 次労働災害防止計

画の目標を踏まえ、当面は、ストレスチェック制度の履行確保をメンタ

ルヘルス対策の最重点課題として位置付け、同制度の導入を契機とし

て、事業場におけるメンタルヘルス対策が加速的に進むよう、計画的に

取り組むこととする。 

また、メンタルヘルス対策に取り組んでいない事業場のその主な理由

として「専門スタッフがいない」及び「取り組み方が分からない」が挙

げられていることを踏まえ、事業者に対する取組に当たっては、産業保

健活動総合支援事業を始めとする各種支援事業の積極的な活用を図る

こととする。 

 

第２ 実施事項 

 １ 事業場に対する周知及び指導の実施等 
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（１）あらゆる機会を捉えたストレスチェック制度の周知の実施 

平成 27年 12月１日に法第 66条の 10の規定に基づくストレスチェ

ック制度が施行され、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に対

してストレスチェック制度の実施が義務付けられたところであるが、

引き続きあらゆる機会を捉えて、同制度の周知を図るとともに、下記

３に掲げる国の支援事業についても情報提供を行うこと。 

特に、ストレスチェックの結果を踏まえた就業上の措置の実施又は

職場環境の改善として、必要に応じて事業主がパワーハラスメント対

策を行う際に参考とすることができるよう、令和３年４月９日付け基

発 0409 第２号、職発 0409 第３号、雇均発 0409 第２号「都道府県労働

局における雇用環境・均等部（室）と労働基準部との連携及び雇用環

境・均等部（室）と職業安定部等との連携について」（以下「連携通達」

という。）記の第３の１に基づき、ハラスメント対策パンフレット等を

活用して、併せて周知を行うことが望ましいこと。 

（２）ストレスチェック制度に関する指導の実施 

ア 集団指導及び個別指導 

ストレスチェック制度の内容や実施方法に関する集団指導や個

別指導を実施すること。 

これらの指導の際には、ストレスチェック制度の実施に困難を生

じている事業場等に対して、具体的な進め方に関し、「心理的な負担

の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導

結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成 27年心理

的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第１号）に基づき

助言・指導を行うこと。その際には、事業場の実態やニーズを踏ま

えて、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策の全般的

な取組方法について、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

（平成 18年健康保持増進のための指針公示第３号）に基づき助言・

指導を行うこと。 

（１）あらゆる機会を捉えたストレスチェック制度の周知の実施 

平成 27年 12月１日に法第 66条の 10の規定に基づくストレスチェ

ック制度が施行され、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に対

してストレスチェック制度の実施が義務付けられたところであるが、

引き続きあらゆる機会を捉えて、同制度の周知を図るとともに、下記

３に掲げる国の支援事業についても情報提供を行うこと。 

特に、ストレスチェックの結果を踏まえた就業上の措置の実施又は

職場環境の改善として、必要に応じて事業主がパワーハラスメント対

策を行う際に参考とすることができるよう、パワーハラスメント対策

導入マニュアルやパワーハラスメント対策に関するパンフレット等

を活用して、併せて周知を行うことが望ましいこと。 

 

 

 

（２）ストレスチェック制度に関する指導の実施 

ア 集団指導及び個別指導 

ストレスチェック制度の内容や実施方法に関する集団指導や個

別指導を実施すること。 

これらの指導の際には、ストレスチェック制度の実施に困難を生

じている事業場等に対して、具体的な進め方に関し、「心理的な負担

の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導

結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成 27年心理

的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第１号。以下「ス

トレスチェック指針」という。）に基づき助言・指導を行うこと。そ

の際には、事業場の実態やニーズを踏まえて、ストレスチェック制

度を含めたメンタルヘルス対策の全般的な取り組み方法について、

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（平成 18年健康保持

増進のための指針公示第３号。以下「メンタルヘルス指針」という。）
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イ 監督指導 

（略） 

（３）精神障害等による業務上の疾病等が発生した場合の再発防止対策等

の指導の実施 

 監督指導又は個別指導において、精神障害又は脳・心臓疾患（以下

「精神障害等」という。）による業務上の疾病が発生した事業場に対

して、再発防止の措置を行うよう必要な指導を行うこと。 

 再発防止の措置に当たっては、衛生委員会又は安全衛生委員会にお

いて法第 18 条第１項第３号の規定に基づき、「労働災害の原因及び

再発防止対策」について調査審議を行わせること。 

なお、監督指導又は個別指導において、精神障害等による複数業務

要因災害として支給決定がなされた、被災労働者を使用していた各事

業場に対しては、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」（平成 30

年１月策定、令和２年９月改定）等を活用し、副業・兼業を行う者の

必要な健康確保措置の実施について周知啓発を行うとともに、メンタ

ルヘルス対策の取組が不十分である場合には、必要な指導を行うこ

と。 

（４）衛生管理特別指導事業場に対する指導の実施 

衛生管理特別指導事業場に対する指導については、平成 29 年３月

31 日付け基発 0331 第 76 号「今後における安全衛生改善計画の運用に

ついて」により行うこと。 

（５） （略） 

 

２ 業界団体等の自主的活動等の促進 

（１）業界団体等における自主的活動の促進 

 業界団体・地域団体・労働団体・労働災害防止団体等に対して、例

えばメンタルヘルス対策に関する教育研修の合同実施や、ストレスチ

に基づき助言・指導を行うこと。 

イ 監督指導 

（略） 

（３）精神障害等による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策の指

導の実施 

 監督指導又は個別指導において、精神障害等による業務上の疾病が

発生した事業場に対して、再発防止の措置を行うよう必要な指導を行

うこと。 

 再発防止の措置に当たっては、衛生委員会等において法第 18 条第

１項第３号に基づき、「労働災害の原因及び再発防止対策」について

調査審議を行わせること。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）衛生管理特別指導事業場に対する指導の実施 

衛生管理特別指導事業場に対する指導については、別途指示すると

ころにより行うこと。 

 

（５） （略） 

 

２ 業界団体等の自主的活動等の促進 

（１）業界団体等における自主的活動の促進 

 業界団体・地域団体・労働団体・労働災害防止団体等に対して、例

えばメンタルヘルス対策に関する教育研修の合同実施や、ストレスチ
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ェック制度の好事例の収集・共有など自主的な活動を行うよう働きか

けを行うとともに、これら団体の各種会議、行事、広報紙等の機会又

は媒体を活用し、周知を行うこと。 

また、精神障害等による労災請求事案が多い医療・福祉、運輸業、

建設業、卸売業・小売業、情報通信業等の業種を重点として、業界団

体に対し自主的な取組を行うよう指導すること。 

（２） （略） 

 

３ 支援事業の活用等 

（１）支援事業の活用促進 

 ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策やパワーハラ

スメント対策について、以下の国の支援事業を実施しているので、事

業場に対する指導等に当たっては、事業場の取り組むべき課題に対応

した支援事業を教示し、これらの活用を促すこと。 

ア メンタルヘルス対策に関する専門のポータルサイト「こころの

耳」やパンフレットの配布等によるメンタルヘルス対策に関する

情報の提供及び電話・電子メール・ＳＮＳによる相談対応 

イ 独立行政法人労働者健康安全機構及び都道府県に設置されてい

る産業保健総合支援センターによる各種事業（下記（２）参照） 

ウ 連携通達記の第３の１に基づき、ハラスメント対策に関する専門

のポータルサイト「あかるい職場応援団」やハラスメント対策パ

ンフレット等の配布による情報の提供のほか、必要に応じてパワ

ーハラスメント対策を所管する雇用環境・均等部（室）の教示 

エ 副業・兼業を行う者がいる場合には、「副業・兼業の促進に関す

るガイドライン」（平成 30 年 1 月策定、令和２年９月改定）等の

配布による副業・兼業を行う者の適切な健康確保措置に関する情

報の提供及び労働者が自ら本業及び副業・兼業の労働時間や健康

状態を管理できるアプリ「マルチジョブ健康管理ツール」の周知 

ェック制度の好事例の収集・共有など自主的な活動を行うよう働きか

けを行うとともに、これら団体の各種会議、行事、広報紙等の機会又

は媒体を活用し、周知を行うこと。 

また、精神障害等による労災請求事案が多い医療・福祉、運輸業、

卸売業・小売業、情報通信業等の業種を重点として、業界団体に対し

自主的な取組を行うよう指導すること。 

（２） （略） 

 

３ 支援事業の活用等 

（１）支援事業の活用促進 

 ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策やパワーハラ

スメント対策について、以下の国の支援事業を実施しているので、事

業場に対する指導等に当たっては、事業場の取り組むべき課題に対応

した支援事業を教示し、これらの活用を促すこと。 

ア メンタルヘルス対策に関する専門のポータルサイト「こころの

耳」やパンフレットの配布等によるメンタルヘルス対策に関する

情報の提供及び電話・電子メールによる相談対応 

イ 独立行政法人労働者健康安全機構及び都道府県に設置されてい

る産業保健総合支援センターによる各種事業（下記（２）参照） 

ウ パワーハラスメント対策に関する専門のポータルサイト「あかる

い職場応援団」やポスター、パンフレット及びパワーハラスメン

ト対策導入マニュアル等の配布による情報の提供 
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（２）産業保健総合支援センターとの連携 

ア 独立行政法人労働者健康安全機構及び産業保健総合支援センタ

ー・地域窓口（地域産業保健センター）においては、次に掲げるメ

ンタルヘルスに関する各種支援を実施し、地域におけるメンタルヘ

ルス対策を支援するための中核的役割を担っている。 

①～⑦ （略） 

⑧ 小規模事業場におけるストレスチェック制度の実施、事業場に

おけるストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場

環境改善の実施、事業場における「心の健康づくり計画」の策定、

副業・兼業を行う労働者に対する健康診断の実施等の促進のため

の助成金の支給（労働者健康安全機構本部） 

⑨ （略） 

イ （略） 

 

 ４ （略） 

 

第３ （略） 

（２）産業保健総合支援センターとの連携 

ア 独立行政法人労働者健康安全機構及び産業保健総合支援センタ

ー・地域窓口（地域産業保健センター）においては、次に掲げるメ

ンタルヘルスに関する各種支援を実施し、地域におけるメンタルヘ

ルス対策を支援するための中核的役割を担っている。 

①～⑦ （略） 

⑧ 小規模事業場におけるストレスチェック制度実施促進のため

の助成金の支給（労働者健康安全機構本部） 

 

 

 

⑨ （略） 

イ （略） 

 

 ４ （略） 

 

第３ （略） 

 


